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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　潜像を担持する回転可能な像担持体と、
　前記像担持体を露光する露光手段と、
　前記像担持体を帯電する帯電部材と、
　前記帯電部材にバイアス電圧を印加するバイアス印加手段と、
　前記帯電部材と前記像担持体との間で放電する電流量を検知する放電量検知手段と、前
記放電量検知手段によって検知される放電電流量から前記帯電部材に印加するバイアス電
圧を決定する放電電流制御手段と、
　前記帯電部材と前記像担持体との間の放電に関する情報である放電情報を検出する放電
情報検出手段とを有し、
　前記放電情報検出手段は、前記像担持体の面内の印字可能な領域の一部に回転方向に対
し垂直な方向の幅が前記印字可能な領域の幅よりも小さい領域を部分測定領域と設定し、
前記帯電部材により前記像担持体を一定の電位に帯電した後に前記露光手段によって前記
部分測定領域と前記部分測定領域を除く領域とで互いに異なる電位を形成している時に前
記部分測定領域と前記帯電部材との間の放電に関する部分放電情報を検出し、
　前記放電電流制御手段は、該部分放電情報に基づいて前記帯電部材に印加される画像形
成におけるバイアス電圧を補正することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記放電情報は放電開始電圧であることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
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【請求項３】
　前記放電情報は放電電流であることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記部分測定領域を、前記露光手段によって露光される露光部とし、前記部分測定領域
を除く領域を、前記露光手段によって露光されない非露光部とすることで、前記部分測定
領域と前記部分測定領域を除く領域とが互いに異なる電位にされることにより、前記部分
放電情報を検出することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の画像形成
装置。
【請求項５】
　前記部分測定領域を、前記露光手段によって露光されない非露光部とし、前記部分測定
領域を除く領域を、前記露光手段によって露光される露光部とすることで、前記部分測定
領域と前記部分測定領域を除く領域とが互いに異なる電位にされることにより、前記部分
放電情報を検出することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の画像形成
装置。
【請求項６】
　前記放電情報検出手段は、前記帯電部材に直流のバイアス電圧を印加した場合の放電情
報を検知することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記放電情報検出手段は、前記帯電部材に直流のバイアス電圧に交流のバイアス電圧を
重畳させて印加した場合の放電情報を検知することを特徴とする請求項１ないし５のいず
れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記放電電流制御手段によって、前記帯電部材に直流のバイアス電圧に交流のバイアス
電圧を重畳させて印加した場合の放電情報を検知することを特徴とする請求項７に記載の
画像形成装置。
【請求項９】
　前記部分測定領域は、記録材の幅に応じて設定されることを特徴とする請求項１ないし
８のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　潜像を担持する回転可能な像担持体と、
　前記像担持体を露光する露光手段と、
　前記像担持体を帯電する帯電部材と、
　前記帯電部材にバイアス電圧を印加するバイアス印加手段と、
　前記帯電部材と前記像担持体との間で放電する電流量を検知する放電量検知手段と、
　前記放電量検知手段で得られる放電電流量から前記帯電部材に印加するバイアス電圧を
決定する放電電流制御手段と、
を有している画像形成装置における画像形成方法であって、
　前記像担持体の面内の印字可能な領域の一部に回転方向に対し垂直な方向の幅が前記印
字可能な領域よりも小さく設定された部分測定領域に対して、前記帯電部材により前記像
担持体を一定の電位に帯電する工程と、
　前記露光手段により前記部分測定領域と前記部分測定領域を除く領域とを互いに異なる
電位とする工程と、
　前記部分測定領域と前記帯電部材との間の放電に関する部分放電情報を検出する工程と
、
　前記部分放電情報に基づいて前記帯電部材に印加される画像形成におけるバイアス電圧
を補正する工程を有することを特徴とする画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、帯電部材を介し被帯電体に帯電させる帯電装置を備えた画像形成装置に関す
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るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子写真方式を採用する画像形成装置には、ドラム型の電子写真感光体（以下、
感光ドラムと記す）表面を所定の電位に均一に帯電処理する工程を含んでいる。
【０００３】
　帯電手段としては、例えばローラ帯電部材（以下、帯電ローラと記す）を感光ドラム表
面に当接し、この帯電ローラに電圧を印加して感光ドラムを帯電する接触帯電方式が現在
主流となっている。
【０００４】
　帯電ローラに対する電圧の印加方法としては直流電圧を印加する方式と、直流電圧に交
流電圧を重畳し、プラス側及びマイナス側への放電を交互に起こすことで帯電を均一化す
る方式がある。後者の方式においては、帯電ローラと感光ドラム間の抵抗性負荷に流れる
抵抗負荷電流と、帯電ローラと感光ドラム間の容量性負荷に流れる容量負荷電流と、帯電
ローラと感光ドラム間の放電電流とが流れ、これらが合計された電流が帯電ローラに流れ
る。この際、安定した帯電を得るためには放電電流量を所定値以上にすると良いことが経
験的に分かっている。
【０００５】
　図１８に、帯電ローラに交流電圧Ｖｃを印加した際、帯電ローラに流れる電流Ｉｃ特性
を示す。交流電圧Ｖｃは交流電圧のピーク電圧値、電流Ｉｃは交流電流の実効値を示して
いる。図１８より、交流電圧Ｖｃの振幅を徐々に上昇させると、これに伴って帯電電流が
増加する。所定電圧Ｖｈの２倍以下の場合には、交流電圧の振幅と帯電電流とは略比例し
ている。これは抵抗負荷電流と容量負荷電流とが電圧振幅に比例するとともに、電圧振幅
が小さいために放電現象が発生せず放電電流が流れないためである。そして、交流電圧を
さらに大きくしていくと、所定電圧Ｖｈの２倍で放電現象が始まる。この時、帯電電流Ｉ
ｃは比例関係から外れ、放電電流Ｉｓ分だけ多く流れる。ここで安定して帯電させるため
には、この放電電流Ｉｓが所定値以上になるように交流電圧Ｖｃを設定する必要がある。
【０００６】
　しかしながら、感光ドラムへの放電量が増えた場合、感光ドラムの削れ等の感光ドラム
劣化を促進するとともに、放電生成物による高温高湿環境での画像流れ等の異常画像が発
生する場合があった。よって、安定した帯電を得られ、かつ前記問題を解決するためには
、放電量を極力抑えた必要最低限の電圧印加に制御する必要がある。しかし、感光ドラム
への印加電圧と放電量の関係は常に一定ではなく、感光ドラムの感光体層や誘電体層の膜
厚、帯電部材や空気の環境変動等により変化する。放電量の変化による不具合は、前述の
環境変動による原因の他に、帯電部材の製造ばらつきや汚れによる抵抗値変動、耐久によ
る感光ドラムの静電容量変動、画像形成装置本体の高圧発生装置の特性ばらつきなどでも
発生することが判っている。
【０００７】
　このような放電量の変化を抑制するために、「放電電流制御方式」が提案されている（
例えば、特許文献１参照）。この方式においては、帯電ローラに印加される交流印加電圧
のピーク電圧とその微分波形のピーク電圧を検出し、放電電流値を算出する制御方式が提
案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１５７５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、近年進んでいる画像形成装置の高寿命化や市場における使用方法の多様
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化に伴って、帯電ローラの画像形成プロセス方向と垂直な方向（以下長手方向）の汚れム
ラや感光ドラムの長手方向の膜厚ムラが生じてしまう場合があった。これは、例えば長手
方向において印字部に偏りがある印刷パターンを出力し続けたり、感光ドラムに記録材が
直接当接する方式の画像形成装置で封筒や葉書等の小サイズの記録材を使用し続けたりす
ること等により起きてしまう場合がある。
【００１０】
　感光ドラムの長手方向の膜厚ムラや帯電ローラの長手方向の汚れムラが生じると長手方
向で帯電ローラから感光ドラムへ電流が流れる際のインピーダンスが異なり放電しやすい
部分と放電しにくい部分ができてしまう。この場合、上記放電電流制御方式では長手方向
全体の放電量を検知しているため適正より低い放電量になる部分や、適正より高く放電し
て感光ドラムの削れが促進される部分が存在する場合がある。放電しにくい部分は帯電が
不安定になり局所的に放電過剰部と放電不足部が生じてしまい、この放電不足部は現像部
により現像されて白地部に黒ポチとなって現れる。この結果、白地に黒ポチが多数出てく
る所謂砂地という画像弊害が発生してしまう場合があった。
【００１１】
　帯電ローラの汚れムラや感光ドラムの膜厚ムラを事前に予測して放電量を決定すればよ
いが、このような現象はユーザーの使用状況によって大きく変化するので予測は困難であ
る。
【００１２】
　そこで本発明の目的は、長手方向の放電ムラを検知し、放電量を適正化することのでき
る画像形成装置、プロセスカートリッジ及び画像形成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成する為の本発明の構成は、潜像を担持する回転可能な像担持体と、前記
像担持体を露光する露光手段と、前記像担持体を帯電する帯電部材と、前記帯電部材にバ
イアス電圧を印加するバイアス印加手段と、前記帯電部材と前記像担持体との間で放電す
る電流量を検知する放電量検知手段と、前記放電量検知手段によって検知される放電電流
量から前記帯電部材に印加するバイアス電圧を決定する放電電流制御手段と、前記帯電部
材と前記像担持体との間の放電に関する情報である放電情報を検出する放電情報検出手段
とを有し、前記放電情報検出手段は、前記像担持体の面内の印字可能な領域の一部に回転
方向に対し垂直な方向の幅が前記印字可能な領域の幅よりも小さい領域を部分測定領域と
設定し、前記帯電部材により前記像担持体を一定の電位に帯電した後に前記露光手段によ
って前記部分測定領域と前記部分測定領域を除く領域とで互いに異なる電位を形成してい
る時に前記部分測定領域と前記帯電部材との間の放電に関する部分放電情報を検出し、前
記放電電流制御手段は、該部分放電情報に基づいて前記帯電部材に印加される画像形成に
おけるバイアス電圧を補正することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、長手方向の放電ムラを検知し、放電量を適正化
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１に係るフローチャート図
【図２】実施例１に係る画像形成装置概略図
【図３】実施例１に係る放電電流制御ブロック図
【図４】実施例１に係る放電電流制御回路図
【図５】実施例１に係る放電電流検出方法を示す図
【図６】実施例１に係る放電電流制御検出波形図
【図７】実施例１に係るＤＣバイアス放電開始電圧検知ブロック図
【図８】実施例１に係るＤＣバイアス放電開始電圧検知回路図
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【図９】実施例１に係るＤＣ帯電バイアス印加時のＶ－Ｉ特性の概略図
【図１０】実施例１に係る放電開始電圧検知方法の概念図
【図１１】実施例１に係る感光ドラム電位の長手概略図
【図１２】実施例１に係る部分放電開始電圧測定の概略図
【図１３】実施例１に係る測定領域の概念図
【図１４】実施例１に係る長手での複数ＡＣバイアスの放電開始電圧値差検出概念図
【図１５】実施例１に係る長手での複数ＡＣバイアスの放電開始電圧値差検出概念図
【図１６】実施例１に係る放電量とＡＣバイアスの関係図
【図１７】実施例２に係る放電量とＡＣバイアスの関係図
【図１８】帯電ローラに交流電圧を印加した時の帯電ローラに流れる電流特性
【図１９】実施例３に係る放電開始電圧検知方法の概念図
【図２０】実施例３に係る感光ドラムの電位と膜厚の関係図
【図２１】実施例４に係る放電開始電圧検知方法の概念図
【図２２】実施例４に係る放電開始電圧検知時のＡＣバイアス
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に
詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状
それらの相対配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更される
べきものである。すなわち、この発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のもので
はない。
【実施例１】
【００１７】
　本実施例では、帯電部材と像担持体間に流れる放電電流を一定にするよう帯電部材に印
加するバイアス電圧を制御する構成において、長手方向の部分的な放電情報を長手方向に
複数検知する。そして、それらの値からバイアス電圧出力値の補正を行うことで放電量を
適正化する。
【００１８】
　以下、本発明に係るプロセスカートリッジ及び画像形成装置について、電子写真方式を
例にとって説明する。
【００１９】
　＜画像形成装置とプロセスカートリッジの構成と動作の概略＞
　図２は、プロセスカートリッジを装着している状態の画像形成装置１の概略図である。
３は回転可能な像担持体である感光ドラム、４は半導体レーザー５にて感光ドラム３上に
レーザービームを走査し、静電潜像を形成する露光手段であるレーザースキャナである。
２は交換可能なプロセスカートリッジである。プロセスカートリッジ２は、感光ドラム３
上を一様に帯電するための帯電部材である帯電ローラ６と、感光ドラム３上にレーザース
キャナ４によって形成された静電潜像を現像剤で現像する現像剤担持体７と、現像剤を格
納する現像器８から構成される。１０は感光ドラム３に現像された現像剤像を所定の記録
材１１に転写するための転写ローラ、１２は記録材１１に転写された現像剤を熱と圧にて
定着するための定着器、１３は定着器の温度を制御するための温度サーミスタである。１
４は記録材を給紙する給紙ローラである。１５は記録材の搬送と同期をとるトップセンサ
、１６は定着後の記録材１１を排紙トレイ１７へ排出するための排紙ローラ、１８は定着
後の記録材１１の有無を検出するための排紙センサである。１９は、ＣＰＵ２０を備え、
画像形成装置１を構成する各部を制御するエンジンコントローラである。２１は画像形成
装置１の外部環境を検知する環境センサである。
【００２０】
　また本実施例は、２３°Ｃ５０％ＲＨの環境を使用し、解像度を６００ｄｐｉ、プロセ
ススピード２３５ｍｍ／ｓｅｃ、露光量０．２μＪ／ｃｍ２の条件で説明を行う。また、
本実施例では負極性のトナーを使用したが、正極性のトナーを使用してもよい。この場合
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にはバイアス等の符号が全て逆となる以外の構成は負極性のトナーを使用する場合と同じ
である。
【００２１】
　＜帯電部の制御＞
　次に、本実施例での画像形成装置の帯電部の制御を行うブロック図を図３に示す。ＣＰ
Ｕ２０は、演算部３０、記憶部３１、交流電圧用駆動信号発生部３２を有している。放電
電流制御回路（バイアス印加手段）３３内は、ＣＰＵ２０から信号を送られることで放電
電流を制御しながら帯電ローラ６に電圧を印加している。ここでは、放電制御手段は、Ｃ
ＰＵ２０と放電電流制御回路３３を含んで構成される。また、ＣＰＵ２０は、環境センサ
２１の出力値を検知し、出力値に応じた放電電流の制御を行っている。なお、放電電流制
御回路３３の詳細な動作については、以下で説明する。
【００２２】
　＜放電電流制御＞
　本実施例における放電電流制御回路３３を図４に示す。正弦波電圧印加部５０で発生さ
せた正弦波の交流高圧を、直流高圧回路５１で出力される直流電圧に重畳させる。その振
動電圧が帯電ローラ６に供給される。また、交流電流値検出手段としての交流電流検知部
５２の検知出力値に応じて、一定の振動電圧出力レベルとなるように交流電流値が制御さ
れている。さらに放電電流制御回路３３は、電圧振幅値検出部であるピーク電圧検出回路
５３と微分振幅値検出部である微分波形ピーク電圧検出回路５４とを有する。これにより
、ＣＰＵ２０は、出力する交流電圧のピーク値と微分波形ピーク値を検出することができ
る。ここでは、放電量検知手段は、ピーク電圧検出回路５３、微分波形ピーク電圧検出回
路５４及びＣＰＵ２０を含んで構成される。
【００２３】
　図５を用いて本実施例における放電電流の検出方法について説明する。図５は、帯電ロ
ーラ６に交流電圧を印加した際、帯電ローラ６に流れる帯電電流を示す。横軸は交流電圧
のピーク電圧の値、縦軸は交流電流の実効値を示している。図５に示すように、帯電交流
電圧が放電開始電圧（Ｖｈ）の２倍以下の領域では、帯電電流値の帯電交流電圧に対する
関係式は原点を通るほぼ比例の直線で表される。この領域においては帯電ローラ６と感光
ドラム３との間の抵抗性負荷および容量性負荷に応じた電流が流れる。これに対し、帯電
交流電圧が放電開始電圧（Ｖｈ）の２倍以上の領域においては、帯電ローラ６と感光ドラ
ム３との間に放電電流が発生し、この放電電流値が加算された帯電電流値Ｉｃが流れる。
放電開始領域においては、放電する場合の特性を５００で表し、放電しない場合の特性を
５０１で表す。ここで特性５００および特性５０１の関係から放電電流値を算出すること
ができる。また、放電する場合のピーク値Ｖａ、放電しない場合のピーク値Ｖａ´、帯電
電流Ｉｃの場合に、放電電流値Ｉｓは、以下の式（１）により求められる。
Ｉｓ＝Ｉｃ×（Ｖａ´－Ｖａ）／Ｖａ´　……式（１）
　つまり、（Ｖａ´－Ｖａ）／Ｖａ´を知ることができれば帯電電流に対する放電量が検
知できる。図６を用いて（Ｖａ´－Ｖａ）／Ｖａ´の求め方を説明する。図６（Ａ）に帯
電ローラ６に印加されている帯電交流電圧出力波形、図６（Ｂ）に帯電交流電圧出力の微
分波形を示している。帯電交流電圧の出力波形は、放電の影響を受けてピーク付近のレベ
ルがΔＶ（＝（Ｖａ´－Ｖａ））だけ下がった形状になる。また、微分電圧の波形につい
ては位相が９０°遅れるため、ピーク値が放電の影響を受けることがない。そのため、微
分電圧のピーク値（Ｖｂ）が、放電しない場合の出力電圧のピークレベル（Ｖａ´）に相
当する。したがって、（Ｖａ´－Ｖａ）／Ｖａ´を求めることができる。図５、図６に示
した方法によって放電電流値Ｉｓを検知し、放電電流値Ｉｓになるように帯電電流値Ｉｃ
を調整している。
【００２４】
　本実施例では、長手方向の放電ムラという課題を解決するために、上述した放電電流制
御に加え、長手方向の一部分の放電情報（以下、部分放電情報）を検知し、それらの値か
ら帯電バイアス出力値を補正することにより放電量の適正化を行った。また本実施例では
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部分放電情報として一部分の放電開始電圧（以下、部分放電開始電圧）を測定した。
【００２５】
　以下では、まず部分放電情報としての部分放電開始電圧を検知するために必要な放電開
始電圧検知と、均一な帯電を行う方法を説明し、その後、部分放電情報としての部分放電
開始電圧の検知方法を説明する。
【００２６】
　＜放電開始電圧検知＞
　長手方向の部分放電情報を検知するため、本実施例では図７に示すようにＤＣバイアス
放電開始電圧検知回路（放電情報検出手段）３４を有する。ＤＣバイアス放電開始電圧検
知回路３４は、ＣＰＵ２０から信号を送られることで帯電ローラ６にＤＣ電圧を印加しな
がら放電開始電圧を検知する。図８に本発明におけるＤＣバイアス放電開始電圧検知回路
３４の概略構成を示す。１００は電圧設定回路部でＰＷＭ信号に応じて、バイアス値が変
えられる。１０１はトランス駆動回路部、１０２は高圧トランス部である。１０３はフィ
ードバック回路部でＲ６１を介して出力電圧をモニタし、ＰＷＭ信号の設定に応じた出力
電圧値になるように設けられた回路である。１０４は電流検出回路部（電流検知手段）で
、帯電ローラ６に流れる電流値Ｉ６２とフィードバック回路から流れる電流値Ｉ６１を加
算した電流値Ｉ６３をＲ６３で検出して、Ｊ１１０からアナログ値としてＣＰＵ２０に伝
送される。感光ドラム３と帯電ローラ６間で放電が開始するまでは、感光ドラム３と帯電
ローラ６間は絶縁されている。そのため、放電が開始されるまでは、検出抵抗Ｒ６３に流
れる電流はフィードバック回路部１０３から流れてくるＩ６１のみである。Ｉ６１は、Ｐ
ＷＭ信号で設定されるＶｐｗｍとＶｒｅｆ、Ｒ６４、Ｒ６５で決められる。
Ｉ６１＝（Ｖｒｅｆ－Ｖｐｗｍ）／Ｒ６４－Ｖｐｗｍ／Ｒ６５
【００２７】
　また、その電流値Ｉ６１がフィードバック抵抗Ｒ６１を流れることで、出力電圧Ｖｏｕ
ｔも以下のように設定される。
Ｖｏｕｔ＝Ｉ６１×Ｒ６１＋Ｖｐｗｍ≒Ｉ６１×Ｒ６１
　つまり、図９の直線（１）に示すように、放電が開始されるまでは、ＰＷＭ信号に応じ
たＩ６１の電流しか電流検出回路部のＲ６３には流れないため、電流値は直線となる。
【００２８】
　しかし、感光ドラム３と帯電ローラ６間で放電が開始されると、帯電ローラ６に流れる
電流値Ｉ６２とフィードバック回路から流れる電流値Ｉ６１を加算したＩ６３が、電流検
出回路部のＲ６３に流れる。つまり、電流値は、図９の曲線（２）に示すように放電が開
始した時点で分岐点をもった曲線となる。このことより、帯電ローラ６に流れる電流は、
曲線（２）から直線（１）を引いたＩｓｄで算出することができる。
【００２９】
　本実施例ではＤＣバイアスを操作しながら複数のＩｓｄを計測し、あるＩｓｄが所定の
電流値になった時点をＤＣバイアス放電開始電圧と判断した。しかしながら、ＤＣバイア
ス放電開始電圧を判断する方法はこれに限られない。例えば図１０のように２つの異なる
ＤＣバイアスに対する放電量を測定し、そこから近似直線を引いて、この直線が放電量０
となる点（図１０のＤ）をＤＣバイアス放電開始電圧と判断するような方法でもよい。ま
た精度の観点から測定点は２点に限らず増やしてもよい。
【００３０】
　＜長手方向に均一な帯電を行う方法＞
　次に、長手方向に均一な帯電を行う方法について説明する。長手方向の部分放電開始電
圧を検知するためには、感光ドラム３を長手方向に均一に、すなわち一定電位に帯電する
必要がある。ＤＣバイアス放電開始電圧は、帯電ローラ６の電位によって変化するため、
長手方向で電位が均一でないとＤＣバイアス放電開始電圧から放電ムラを検知できない。
長手方向に均一に帯電するには十分な帯電交流電圧を印加しなければならない。本実施例
では現構成における帯電ＡＣバイアスの最大値を印加している。また、その時に均一な帯
電電位になっているかを確認する機構を持っていてもよい。
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【００３１】
　以下に均一な帯電電位の確認機構について説明する。まず、所定のＤＣバイアスと最大
のＡＣバイアスを印加し、ＤＣバイアス放電開始電圧検知回路３４によりその時の長手方
向全体のＤＣバイアス放電開始電圧Ｖｄｃｔｈ１（ａｖｅ）を検知する。次に、ＡＣバイ
アス（ＰＷＭ）を１つステップダウンさせて同様に所定のＤＣバイアスとそのＡＣバイア
スを印加し、ＤＣバイアス放電開始電圧検知回路３４によりその時の長手方向全体のＤＣ
バイアス放電開始電圧Ｖｄｃｔｈ２（ａｖｅ）を検知する。このとき、長手方向全体のＤ
Ｃバイアス放電開始電圧はそれぞれＶｄｃｔｈ１（ａｖｅ）＝（１＋Ｃ／Ｃｄ）Ｖｐａ＋
Ｖｄ１（ａｖｅ），Ｖｄｃｔｈ２（ａｖｅ）＝（１＋Ｃ／Ｃｄ）Ｖｐａ＋Ｖｄ２（ａｖｅ
）と書ける。ここで、感光ドラム３の静電容量をＣｄ、帯電ローラ６と感光ドラム３間の
静電容量をＣとしている。
【００３２】
　そして、Ｖｄｃｔｈ１（ａｖｅ）－Ｖｄｃｔｈ２（ａｖｅ）＝Ｖｄ１（ａｖｅ）－Ｖｄ
２（ａｖｅ）の関係式を得る。ここでＶｄ１（ａｖｅ）は最大のＡＣバイアスで帯電され
た感光ドラム３の長手方向の平均の電位、Ｖｄ２（ａｖｅ）は設定値が最大から一つステ
ップダウンしたＡＣバイアスで帯電された感光ドラム３の長手方向の平均の電位である。
また、Ｖｐａはパッシェン電圧であり、気圧と放電間距離の関数である。
【００３３】
　図１１には感光ドラム３の長手方向の電位とＡＣバイアスとの関係を示している。Ｖａ
ｃ１、Ｖａｃ２、Ｖａｃ３はそれぞれ帯電ローラ６に印加するＡＣバイアスのピーク間の
値であり、Ｖａｃ１＜Ｖａｃ２＜Ｖａｃ３である。ＡＣバイアスによる帯電は、正放電と
逆放電を繰り返すことで一定の帯電電位に安定させるが、ＡＣバイアスが低いと、放電の
長手方向ムラがある場合に帯電電位の長手方向ムラを引き起こす（図１１の（ａ））。し
かしＡＣバイアスを上げていけば放電量が長手方向全体で上昇し、感光ドラム３の帯電電
位は均一化される（図１１の（ｂ））。そしてそれに伴って平均電位は上昇していく。さ
らにＡＣバイアスを上げて長手方向全体で帯電電位が均一になると平均電位は一定の値に
とどまる（図１１の（ｃ））。
【００３４】
　このことから、Ｖｄｃｔｈ１（ａｖｅ）とＶｄｃｔｈ２（ａｖｅ）を比較することで、
感光ドラム３の帯電電位の均一性を確認できる。具体的には、Ｖｄｃｔｈ１＝Ｖｄｃｔｈ
２ならばＶｄ１＝Ｖｄ２であり長手方向は均一化されていると判断できる。逆にＶｄｃｔ
ｈ１≠Ｖｄｃｔｈ２ならばＶｄ１≠Ｖｄ２であり、十分に帯電できていないと判断する。
この場合はどの電圧でも品質的に安定した画像が提供できないので、プロセスカートリッ
ジとして寿命をユーザーに報知する等の対応をとる必要がある。
【００３５】
　なお、本実施例では帯電バイアスに最大のＡＣバイアスを印加したが、この限りではな
く、十分に均一に帯電できるバイアスを予め検討等により明確にして、その値を使用して
も良い。
【００３６】
　＜部分放電情報の検知＞
　図１２を用いて長手方向の部分放電情報としての部分放電開始電圧の検知について説明
する。図１２の横方向は長手方向の位置を表しており、縦方向は電位を表している。
【００３７】
　まず図１２（ａ）のように、上述通り最大のＡＣバイアスを印加して感光ドラム３を均
一に帯電（帯電電位：Ｖｄ）する。次に図１２（ｂ）のように感光ドラム３の印字可能領
域の一部に印字可能領域よりも長手方向の幅が小さい測定領域（以下、部分測定領域）Ｄ
（ｉ）を設定して、レーザースキャナ４により部分測定領域Ｄ（ｉ）のみ露光し、露光電
位（Ｖｌ）にする。長手方向で部分測定領域は複数箇所に設けてもよい。このとき、レー
ザースキャナ４によって露光された部分測定領域Ｄ（ｉ）とこの部分測定領域を除く領域
とが互いに異なる電位とされる。さらに、図１２（ｃ）のようにＤＣバイアス放電開始電
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圧検知回路３４を用いて帯電ローラ６にＤＣバイアス（Ｖｄｃ）を印加し、一部露光電位
とした状態でＤＣバイアス放電開始電圧を測定する。この時、部分測定領域Ｄ（ｉ）のみ
放電し始めるので、部分測定領域Ｄ（ｉ）のＤＣバイアス部分放電開始電圧Ｖｄｃｔｈ（
ｉ）が得られる。部分測定領域Ｄ（ｉ）の感光ドラムの静電容量をＣｄ（ｉ）、帯電ロー
ラ６と感光ドラム３間の静電容量をＣ（ｉ）として等価回路を考える。そうすると、ＤＣ
バイアス部分放電開始電圧の大きさはＶｄｃｔｈ（ｉ）＝（１＋Ｃ（ｉ）／Ｃｄ（ｉ））
Ｖｐａ＋｜Ｖｌ｜となる。
【００３８】
　また、実際に画像を形成する時はＤＣ＋ＡＣバイアスを印加するが、その時の部分測定
領域Ｄ（ｉ）のＡＣバイアス部分放電開始電圧Ｖａｃｔｈ（ｉ）は、Ｖａｃｔｈ（ｉ）＝
２Ｖｐａ（１＋Ｃ（ｉ）／Ｃｄ（ｉ））と書ける。ここでＡＣバイアス部分放電開始電圧
は、部分測定領域Ｄ（ｉ）が帯電ローラ６から感光ドラム３へ放電を開始し始める電圧で
はなく、感光ドラム３から帯電ローラ６へ逆放電もし始め、ＤＣバイアスへ収束し始める
電圧である。また、ＡＣバイアス部分放電開始電圧はＡＣバイアスのピーク間の値である
。よって式（２）の関係式を満たす。
Ｖａｃｔｈ（ｉ）＝２（Ｖｄｃｔｈ（ｉ）－｜Ｖｌ｜）……式（２）
　長手方向全体のＤＣバイアス放電開始電圧をＶｄｃｔｈ（ａｖｅ）、長手方向全体のＡ
Ｃバイアス放電開始電圧をＶａｃｔｈ（ａｖｅ）とすると、この関係式から式（３）を得
ることができる。
Ｖａｃｔｈ（ｉ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）＝２（Ｖｄｃｔｈ（ｉ）－Ｖｄｃｔｈ（ａｖｅ
））……式（３）
　この式（３）により部分測定領域Ｄ（ｉ）のＡＣバイアス部分放電開始電圧を検知でき
る。実際は、このＡＣバイアス部分放電開始電圧差Ｖａｃｔｈ（ｉ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖ
ｅ）を使用して補正を行う。ここで、Ｖｄｃｔｈ（ａｖｅ）は、実際にＤＣバイアス放電
開始電圧検知から長手方向全体のＤＣバイアス放電開始電圧を求めて使用している。しか
しながらこの限りでなく、Ｖｄｃｈｔ（１），Ｖｄｃｔｈ（２）…Ｖｄｃｈｔ（Ｎ）の平
均値を求めて使用しても良い。
【００３９】
　次に、部分放電開始電圧検知を行う部分測定領域について説明する。図１３（ａ）に本
実施例の部分測定領域を示す。図１３の横方向は感光ドラム３の長手方向（回転方向に垂
直な方向）を示す。本実施例では、感光ドラム３の面内の印字可能領域の長手方向を均一
に７等分してそれぞれの領域で上記部分放電開始電圧検知を行った。しかしながら、部分
測定領域の設定方法はこの限りでなく、等分でなくても良い。また、図１３（ｂ）のよう
に紙のサイズに合わせて部分測定領域を決めてもよい。この場合は感光ドラム３の削れを
考慮に入れて測定できるので、精度向上となる。さらには、紙の使用履歴をＣＰＵ２０等
に格納しておき、紙の使用履歴に応じて部分測定領域を変更等しても良い。
【００４０】
　また、感光ドラム３の削れの予測や帯電ローラ６の汚れの予測から予め放電開始電圧が
大きくなる領域が分かっている場合などは、その領域のみ部分放電開始電圧を測定しても
効果がある。この場合は、長手方向全体を対象とした放電開始電圧検知手段から全体のＤ
Ｃバイアス放電量開始電圧Ｖｄｃｔｈ（ａｖｅ）を求めておく必要がある。
【００４１】
　＜補正方法＞
　次に、ＡＣバイアス部分放電開始電圧から帯電バイアス出力値の補正を行う方法につい
て説明する。
　図１４（ａ）は横軸が長手方向、縦軸が画像形成プロセス進行方向であり、感光ドラム
３の部分測定領域を表している。本実施例では図１４（ａ）のようにＤ（１）から順番に
部分放電開始電圧を検知していった。しかし、方法はこの限りでなく、例えば測定する順
番を変えたり、図１５のように部分測定領域の検知に間隔があっても良い。図１４（ｂ）
はそれぞれの部分測定領域におけるＡＣバイアス部分放電開始電圧と長手全体のＡＣバイ
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アス放電開始電圧との差を示している。Ｖａｃｔｈ（ｉ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）の最も
大きい領域が最も放電しにくい部分であり、最も小さい領域が最も放電しやすい部分であ
る。図１４（ｂ）に示す検知結果であれば、Ｄ（６）が最も放電しにくい部分であり、Ｄ
（１）が最も放電しやすい部分である。以上で得られた部分測定領域におけるＡＣバイア
ス部分放電開始電圧から補正を行う。
【００４２】
　図１６に放電量とＡＣバイアスの関係を示す。図１６においては、感光ドラム３全体の
放電量とＡＣバイアスの関係が実線で示されている。そして、感光ドラム３の一番放電し
やすい領域（図１４（ｂ）の例ではＤ（１））の放電量とＡＣバイアスの関係が粗い破線
で示されている。また、感光ドラム３の一番放電しにくい領域（図１４（ｂ）の例ではＤ
（６））の放電量とＡＣバイアスの関係が細かい破線で示されている。ＡＣバイアスはピ
ーク間の電圧値である。図１６のように最も放電しにくい部分は放電特性が放電開始電圧
差分シフトしてしまう。このため、全体の放電量が目標放電量に達していても、放電しに
くい部分では放電量が目標放電量に達していない（図１６のＡ）。図１６（ａ）において
縦軸の目標値を通り横軸に水平な破線と実線のグラフとの交点のＡＣバイアスが、感光ド
ラム３の全体放電量が目標値となる場合のＡＣバイアスを示す。上述の交点を通り縦軸に
平行な破線と細かい破線との交点Ａは、感光ドラム３全体の放電量が目標値となるような
値のＡＣバイアスを印加した際における、一番放電しにくい領域の放電量を示す。この場
合の放電量は、図１６（ａ）から分かるように目標値より少ない。このような場合、上記
課題で述べたように砂地が発生してしまう場合がある。
【００４３】
　また、図１６のように一番放電しやすい部分も、放電特性が放電開始電圧差分だけ流れ
やすい側にシフトしてしまう。そのため放電しやすい部分は過剰に放電量が流れてしまう
。放電量が多いと感光ドラム３への局所的な削れ量が増えしまい、感光ドラム３に局所的
なキズをつけてしまう場合がある。
【００４４】
　露光による帯電電位から露光電位への変化は、露光による感光ドラム３でのキャリア（
帯電が負帯電ならホール、正帯電なら電子）の生成と、そのキャリアによる表面電荷の中
和によって起きる。しかし、露光電位は中和された表面電荷だけでなくドラムの静電容量
にも依存する。簡単に式で書くと以下のようになる。
Ｖｌ＝Ｖｄ＋ｑｄ／ε……式（４）
　ここでｑは単位面積当たりのキャリアの電荷、ｄは感光ドラム３の膜厚、εは誘電率で
ある。厳密にはｑも膜厚に依存し式（４）はもう少し複雑になるが、関係自体は大きく変
わらず、膜厚が少なくなると、ＶｌはＶｄに近づく。つまり膜厚が少ないキズ部では、露
光しても露光電位が十分に落ちない場合があり、ベタ黒等を印字するとキズ部は印字され
ず、画像に縦白スジが出てしまう場合があった。
【００４５】
　本実施例の補正方法は、感光ドラムの削れ量を抑えて画像に縦白スジが発生するのを抑
制しながら、砂地を低減する補正方法である。
【００４６】
　具体的方法としては、許容できる限界の削れ量を引き起こす放電量（Ｉ０）の時のＡＣ
バイアス（Ｖ０）に対し、Ｖ０－（Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）－Ｖａｃｔｈ（ｍｉｎ））を削
れ量許容閾値（Ｖｔｈ）として設定する。ここでＶａｃｔｈ（ｍｉｎ）は一番放電しやす
い領域のＡＣバイアス部分放電開始電圧である。Ｉ０は検討等によって予め求めておき、
ＣＰＵ２０等に格納しておく。図１６（ａ）では、放電量Ｉ０を通り、横軸に平行な一点
鎖線と、感光ドラム３全体の関係を示す実線との交点のＡＣバイアスがＶ０である。そし
て、このＶ０に対して上述のように定められるＶｔｈは、図１６（ａ）に示すように、一
番放電しやすい領域の関係を示す粗い破線が、Ｉ０を通り横軸に平行な一点鎖線と交わる
点のＡＣバイアスである。このとき、Ｖｔｈを通り縦軸に平行な破線と、一番放電しにく
い領域の関係を示す細かい鎖線との交点がＣである。すなわち、一番放電しやすい領域に
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設定した場合の、一番放電しにくい領域の関係をＣで示している。放電量の目標値を通り
横軸に平行な破線と一番放電しやすい領域の関係を示す粗い破線との交点ＢにおけるＡＣ
バイアスの値は、一番放電しにくい領域の放電量が目標値となるようなＡＣバイアスの値
である。そして、図１６（ａ）のように交点ＢのＡＣバイアスが交点ＣのＡＣバイアスよ
り小さければ、交点Ａから交点ＢまでＡＣバイアスを補正する。つまり、全体が目標放電
量に達するＡＣバイアスに対して、交点ＢでのＡＣバイアス値と交点ＡでのＡＣバイアス
値との差分であるＶａｃｔｈ（ｍａｘ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）だけ加算する。ここでＶ
ａｃｔｈ（ｍａｘ）は一番放電しやすい領域のＡＣバイアス部分放電開始電圧であり、Ｖ
ａｃｔｈ（ｍａｘ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）は上述の式３から求められる。これにより一
番放電しにくい部分も、目標とする放電量が流れる。また、交点ＢのＡＣバイアスは交点
ＣのＡＣバイアスより小さいから、交点Ａから交点ＢまでＡＣバイアスを補正したとして
も、一番放電しやすい領域においても許容できる限界の削れ量を超えることはない。
【００４７】
　図１６（ｂ）のように交点ＢのＡＣバイアスが交点ＣのＡＣバイアスより大きければ、
ＡＣバイアスをＶｔｈに設定し、これ以上放電量が上がらないように制御する。これは、
図１６（ａ）と同様に交点Ａから交点ＢまでＡＣバイアスを補正すると、交点ＢでのＡＣ
バイアスが交点ＣでのＡＣバイアスより大きいため、一番放電しやすい領域において許容
できる限界の削れ量を引き起こす放電量（Ｉ０）を超えてしまうからである。これにより
、一番放電しやすい部分も、許容できる限界の削れ量にとどめることができる。
【００４８】
　この補正方法により、感光ドラムの削れ量を抑えて画像に縦白スジが発生するのを抑制
しながら、砂地を抑制することができる。
【００４９】
　＜効果の確認＞
　本実施例の効果を確認するために、上記補正方法と従来の放電電流制御方法である比較
例において帯電不良の画像弊害を確認した。比較例の構成は、本実施例の構成に対し帯電
バイアス出力値の補正を行わず、従来の放電電流制御を行う。その他は本実施例と同様な
ので説明は割愛する。測定は、４％印字率でキヤノン製ＣＳ６８０紙Ｂ５サイズを２枚間
欠で３００００枚通紙し、５０００枚毎にキヤノン製ＣＳ６８０紙　Ａ３サイズでベタ白
画像１枚とベタ黒画像１枚を印刷した。通紙は感光ドラム３の中央部に紙が通るように行
った。帯電不良の画像弊害としては、ベタ白画像に砂地の有無やそのレベルで確認した。
感光ドラムの削れの画像弊害としては、ベタ黒に白スジ発生の有無やそのレベルで確認し
た。
【００５０】
　結果を表１に示す。表の砂地の部分の○は砂地発生なしを表している。△は砂地が発生
しているが１ｃｍ２あたり５個以下、×は１ｃｍ２あたり５個より多く発生していること
を表している。表の縦白スジの部分の○は縦白スジ発生なしを表している。△はスジがう
っすら見える程度、×ははっきり見える程度を表している。結果を見ると、比較例では２
５０００枚で砂地が△になっているのに対し、本実施例では発生が無いことが分かる。ま
た、縦白スジは発生していないことも分かる。このことから本実施例は、感光ドラム３の
削れ量を抑制しながら、砂地を抑制することができると分かった。
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【表１】

＜フローチャート＞
【００５１】
　　次に図１のフローチャートを用いて、本実施例における長手方向の部分放電情報の検
出フローを含む画像形成方法について説明する。
【００５２】
　まず画像形成装置１にプリントコマンドが受信される（Ａ１０１）と放電電流制御が開
始され（Ａ１０２）目標の放電量を出すための帯電バイアスが決定される。その後、部分
放電情報を検知するかどうかを決定する（Ａ１０３）。放電の長手方向ムラは感光ドラム
３の長手方向削れムラや帯電ローラ６の汚れムラ等の経時変化によって起きるので、部分
放電情報は常に測定する必要はない。本実施例の構成では、発生から顕在化まで１０００
枚程度かかることが分かっている。このため、本実施例では１０００枚に１回部分放電情
報の測定を行い、部分放電情報を検知しないと判断した場合は、ＣＰＵ２０に格納してお
いた一番最近行ったデータを補正値として補正を行っている（Ａ１１１）。しかしながら
これに限らず画像形成装置の構成に則した頻度で行えばよい。部分放電情報を検知すると
判断した場合は、最初の測定領域の測定を開始する（Ａ１０４）。まず、帯電ローラ６に
よって感光ドラム３を均一に帯電できるよう十分にバイアスを印加する（Ａ１０５）。そ
して測定領域を露光し（Ａ１０６）、ＤＣバイアス放電開始電圧検知３４によりＤＣバイ
アス放電開始電圧を検知する（Ａ１０７）。測定が終了したら全ての領域を測定したか判
断を行う（Ａ１０８）。まだ測定領域全て測定していないと判断すれば、まだ測定してい
ない領域を測定領域として（Ａ１０９）Ａ１０５に戻り、測定を開始する。測定領域全て
測定したと判断すれば、測定値に基づいて放電電流制御の帯電バイアスを補正（Ａ１１０
）し、プリントを開始する（Ａ１１２）。
【００５３】
　以上のようなフローを実施することにより、部分放電情報としての部分放電開始電圧を
検知し、帯電バイアスを補正できる。
【００５４】
　なお、不揮発性メモリをプロセスカートリッジに設置して、目標放電電流値や使用状況
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い。プロセスカートリッジは画像形成装置本体から着脱可能であり、不揮発性メモリによ
ってそれぞれのプロセスカートリッジに情報を持たせることができるので、それぞれのプ
ロセスカートリッジに適切なバイアスを設定できる。
【００５５】
　なお、本実施例の構成はこれに限られたものではない。スピードや露光量等は本実施例
を行うための一例にすぎない。また、本実施例では放電情報として放電開始電圧を検知し
、部分放電情報として部分放電開始電圧を測定したが、この限りでなく、例えば放電情報
として放電電流を検知して、一部分的な放電電流（以下、部分放電電流）を測定してもよ
い。放電電流の検知の場合、例えば一定の帯電電圧下での部分放電電流を検知することで
長手方向の放電ムラを検知できる。
【実施例２】
【００５６】
　実施例１は、感光ドラム３の削れ量を抑えて画像に縦白スジが発生するのを抑制しなが
ら、砂地を抑制する補正方法であった。本実施例は、より高寿命な構成においても砂地を
発生させることを抑制する補正方法であることを特徴とする。なお、実施例１と重複する
部分については説明を割愛する。
【００５７】
　図１７に放電量とＡＣバイアスの関係を示す。図１７のように最も放電しにくい部分は
放電特性が放電開始電圧差分シフトしてしまう。このため、全体の放電量が目標放電量に
達していても、放電しにくい部分では放電量が目標放電量に達していない（図１７のＡ）
。このような場合、上記従来技術の課題で述べたように砂地が発生してしまうことがある
。このような場合、実施例１の補正方法は有効であるが、高寿命化により印字枚数が多く
なると、砂地の抑制は困難であることがあった。
【００５８】
　そこで、本実施例では閾値をなくして、砂地をなくすために図１７のＡからＢまでＡＣ
バイアスの補正を行った。つまり、ＡＣバイアスを常にＶａｃｔｈ（ｍａｘ）－Ｖａｃｔ
ｈ（ａｖｅ）だけ加算した。
【００５９】
　この補正方法により、長手方向で最も放電しにくい部分に目標の放電量が流れるので、
砂地を抑制することができる。
【００６０】
　＜効果の確認＞
　本実施例の効果を確認するために、実施例１と同様の効果確認を行った。確認対象は本
実施例、実施例１、そして実施例１で用いた比較例の３つを対象とした。また、本実施例
の効果は砂地の抑制であるので、砂地のみの確認を行った。測定に関しては実施例１と同
様なので説明は割愛する。
【００６１】
　確認結果を表２に示す。結果をみると、本実施例では砂地の発生が無いことが分かる。
このことから本実施例では、砂地を抑制することができると分かった。
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【表２】

【００６２】
　なお、本実施例の構成はこれに限られたものではない。スピードや露光量等は本実施例
を行うための一例にすぎない。また、本実施例では放電情報として放電開始電圧を検知し
、部分放電情報として部分放電開始電圧を測定したが、この限りでなく、例えば放電情報
として放電電流を検知して、部分放電電流を測定してもよい。
【実施例３】
【００６３】
　実施例１、２は、部分放電情報検知の部分測定領域を露光部として部分放電情報を検知
していた。本実施例は、部分放電情報検知の部分測定領域を、レーザースキャナ４によっ
て露光しない非露光部とし、当該部分測定領域を除く非測定領域を、レーザースキャナ４
によって露光する露光部とする。本実施例では、このようにして部分測定領域と部分測定
領域を除く領域とが互いに異なる電位とされる。これにより、実施例１、２に対し部分放
電情報の検知精度向上を行い、より高寿命な構成においても砂地の発生を抑制することを
特徴としている。なお、実施例１、２と重複する部分については説明を割愛する。また、
本実施例では部分放電情報として部分放電開始電圧を測定した。
【００６４】
　実施例１ではＤＣバイアス部分放電開始電圧Ｖｄｃｔｈ（ｉ）を求めるときに露光電位
Ｖｌの項が入っており、露光電位Ｖｌが長手方向で大きく変化していないと考えていた。
しかし、例えば感光ドラム３の膜厚が薄くなっていくと、帯電電位を長手方向に均一にし
ていても露光電位が感光ドラム３の膜厚によって大きく変化してしまう場合があった。図
２０に感光ドラム３の露光部と非露光部の電位の膜厚による変化を実線で示している。感
光ドラム３の膜厚が薄くなってきたときに露光電位の膜厚依存性は大きくなっており、膜
厚差による露光電位差は大きい。これは近年進んでいる画像形成装置の高寿命化により顕
著になってきている。
【００６５】
　このような場合には、露光電位Ｖｌは測定領域において異なると考えられ（Ｖｌ＝Ｖｌ
（ｉ））、式（２）から式（３）は求められず、式（５）のようになる。
Ｖａｃｔｈ（ｉ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）＝２（Ｖｄｃｔｈ（ｉ）－Ｖｄｃｔｈ（ａｖｅ
））＋２（｜Ｖｌ（ａｖｅ）｜－｜Ｖｌ（ｉ）｜）……式（５）
【００６６】
　つまり、式（５）の右辺第二項分の誤差が生じる。このような状態で式（３）を用いて
補正すると、２（｜Ｖｌ（ａｖｅ）｜－｜Ｖｌ（ｉ）｜）だけ低く補正してしまうことに
なる場合がある。例えば、膜厚差によって放電ムラが生じている場合に、部分放電開始電
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圧が高い領域を検知しようとしても、部分放電開始電圧が高い領域は膜厚が厚い領域なの
で｜Ｖｌ（ａｖｅ）｜＞｜Ｖｌ（ｉ）｜となる。すなわち、２（｜Ｖｌ（ａｖｅ）｜－｜
Ｖｌ（ｉ）｜）（＞０）分だけ低く補正されてしまい、十分なバイアスを印加できずに砂
地が発生してしまうことがあった。
【００６７】
　そこで、本実施例では部分測定領域を非露光部とすることで露光電位の影響を回避して
いる。そのため精度よく部分放電開始電圧を検知できる。以下、図１９を用いて本実施例
における長手方向の部分放電開始電圧の検知について詳細に説明する。図１９の横方向は
長手方向の位置を示しており、縦方向は電位を表している。
【００６８】
　まず、図１９（ａ）のように感光ドラム３を均一に帯電（帯電電位：Ｖｄ）する。次に
、図１９（ｂ）のようにレーザースキャナ４により部分測定領域Ｄ（ｉ）以外の領域を露
光し、露光電位（Ｖｌ）にする。さらに、図１９（ｃ）のようにＤＣバイアス放電開始電
圧検知回路３４を用いて帯電ローラ６にＤＣバイアス（Ｖｄｃ）を印加し、部分測定領域
Ｄ（ｉ）のみ放電する領域でＤＣバイアス放電開始電圧を測定する。その結果、部分測定
領域Ｄ（ｉ）のＤＣバイアス部分放電開始電圧Ｖｄｃｔｈ（ｉ）が得られる。部分測定領
域Ｄ（ｉ）の感光ドラム３の静電容量をＣｄ（ｉ）、帯電ローラ６と感光ドラム３間の静
電容量をＣ（ｉ）とすると、ＤＣバイアス放電開始電圧は、Ｖｄｃｔｈ（ｉ）＝（１＋Ｃ
（ｉ）／Ｃｄ（ｉ））Ｖｐａ＋Ｖｄとなる。ここで、Ｖｐａはパッシェン電圧であり、気
圧と放電間距離の関数である。図２０に破線で示すように、帯電電位はＡＣバイアスによ
り膜厚に関係なく均一に帯電されるので、膜厚に大きく依存しない。よって、実施例１と
同様に式（３）を得ることができる。
Ｖａｃｔｈ（ｉ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）＝２（Ｖｄｃｔｈ（ｉ）－Ｖｄｃｔｈ（ａｖｅ
））……式（３）
つまり、本実施例では測定する領域を非露光部とすることにより、露光電位変化の影響を
回避している。そのため、精度よく部分放電開始電圧を検知できる。
【００６９】
　＜効果の確認＞
　本実施例の効果を確認するために、実施例２と同様の効果確認を行った。確認対象とし
ては本実施例、実施例１、実施例２及び実施例１で用いた比較例の４つを対象とした。測
定に関しては実施例１、２と同様のため説明を割愛する。確認結果を表３に示す。結果を
見ると、本実施例では実施例１、２にくらべて砂地の発生をより抑制できているのが分か
る。
【００７０】
　これは、実施例１、２においては通紙枚数後半で、上述したように膜厚による露光電位
依存性による測定誤差によって十分なバイアス補正ができなかったためと考えられる。そ
れに対し、本実施例では適正に補正できているのが分かる。
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【表３】

【００７１】
　なお、本実施例の構成はこれに限られたものではない。スピードや露光量、感光ドラム
膜厚等は本実施例を行うための一例にすぎない。また、本実施例では放電情報として放電
開始電圧を検知し、部分放電情報として部分放電開始電圧を測定したが、この限りでなく
、例えば放電情報として放電電流を検知して、部分放電電流を測定してもよい。
【実施例４】
【００７２】
　実施例１から３は、部分放電情報検知としての部分放電開始電圧検知にＤＣバイアス放
電開始電圧検知回路３４を使用していた。本実施例では、部分放電開始電圧検知に放電電
流制御回路３３を使用しても実施例１と同様の効果が得られる構成を説明する。すなわち
、本実施例では、放電電流制御回路３３が放電情報検知手段を構成する。なお、実施例１
と重複する部分については同様の符号を用いて説明を割愛する。本実施例では部分放電情
報として部分放電開始電圧を測定した。
【００７３】
　図２１を用いて長手方向の部分放電開始電圧の検知について説明する。図２１は、横軸
は長手方向の位置を表しており、縦軸は電位を表している。
【００７４】
　まず、図２１（ａ）のように感光ドラム３を均一に帯電（帯電電位：Ｖｄ）する。次に
，図２１（ｂ）のようにレーザースキャナ４により部分測定領域Ｄ（ｉ）のみ露光し、露
光電位（Ｖｌ）にする。そして、図２１（ｃ）のように放電電流制御回路３３を用いて帯
電ローラ６にＤＣ＋ＡＣバイアスを印加する。このときバイアスが図２１（ｃ）のように
片側のピークが固定され（Ｖｔ）もう片側に増幅するようにする。具体的には、ＤＣバイ
アスをＶｔ＋Ｖａｃ／２となるように設定し、ＡＣバイアスと連動するようにする。ここ
で、Ｖｔは放電開始しない領域のバイアスに設定される。例えば、Ｖｄやその近傍の値等
に設定すればよい。図２２に、印加するＡＣ帯電バイアスの時間変化を示す。図２２のよ
うに片側に徐々に増幅するようにして、部分測定領域Ｄ（ｉ）のみ放電する状態で放電開
始電圧を測定する。その結果、部分測定領域Ｄ（ｉ）が放電を開始し、部分測定領域Ｄ（
ｉ）の放電開始電圧Ｖａｃｔｈ´（ｉ）が得られる。
【００７５】
　放電開始電圧Ｖａｃｔｈ´（ｉ）の大きさは、
Ｖａｃｔｈ´（ｉ）＝（１＋Ｃ（ｉ）／Ｃｄ（ｉ））Ｖｐａ＋｜Ｖｌ｜－｜Ｖｔ｜となる
。
【００７６】
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　また、ＡＣバイアス放電開始電圧Ｖａｃｔｈ（ｉ）は実施例１と同様に、Ｖａｃｔｈ（
ｉ）＝２Ｖｐａ（１＋Ｃ（ｉ）／Ｃｄ（ｉ））と書ける。よって、Ｖａｃｔｈ（ｉ）＝２
（Ｖａｃｔｈ´（ｉ）－｜Ｖｌ｜＋｜Ｖｔ｜）……式（６）の関係式を満たす。
【００７７】
　放電開始電圧Ｖａｃｔｈ´（ｉ）の平均をＶａｃｔｈ´（ａｖｅ）、ＡＣバイアス放電
開始電圧の平均をＶａｃｔｈ（ａｖｅ）とすると、この関係式から式（７）を得ることが
できる。
Ｖａｃｔｈ（ｉ）－Ｖａｃｔｈ（ａｖｅ）＝２（Ｖａｃｔｈ´（ｉ）－Ｖａｃｔｈ´（ａ
ｖｅ））……式（７）
【００７８】
　この式（７）により、測定領域Ｄ（ｉ）のＡＣバイアス放電開始電圧を検知できる。な
お、本実施例では、部分測定領域を露光部としたが、実施例３のように非露光部としても
よい。
【００７９】
　本実施例について実施例１と同様の効果確認を行ったところ、実施例１の表１と同様の
結果が得られた。このことから、本実施例から部分放電開始電圧検知に放電電流制御回路
３３を使用しても実施例１と同様の効果が得られることがわかった。
【００８０】
　なお、本実施例の構成はこれに限られたものではない。スピードや露光量、等は本実施
例を行うための一例にすぎない。また、本実施例では放電情報として放電開始電圧を検知
し、部分放電情報として部分放電開始電圧を測定したが、この限りでなく、例えば放電情
報として放電電流を検知して、部分放電電流を測定してもよい。
【符号の説明】
【００８１】
１：画像形成装置、３：感光ドラム、４：レーザースキャナ、６：帯電ローラ、１９：エ
ンジンコントローラ、２０：ＣＰＵ、３３：放電電流制御回路、３４：ＤＣバイアス放電
開始電圧検知回路
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